
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６回総会議事録（Ｒ２年６月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都城市農業委員会 
 



１ 日  時   令和２年６月２９日  午前９：３０～ 

 

２ 場  所   中央公民館大会議室 

 
３ 委  員 

出 1德益 吉明 出 2柿並 マリ子 出 3轟木 保紘（会長） 出 4有川 はつ子

出 5山中 美代子 出 6重冨 保 出 7長谷場 平 出 8恒吉 勇二 

出 9坂上 和秋 出 10永田 勇作 出 11竹田 功 出 12松枝 みどり

出 13松山 忠雄 出 14北園 紘美 出 15田中 加代子 出 16紺家 知征 

出 17宮田 信行 出 18井ノ上 洋一 出 19飯盛 由紀子 出 20田中 操 

出 21乙守 賢次 出 22藤森 和代 出 23志戸 春雄（職務代理） 出 24小野 籍雄 

 
４ 事 務 局 
   局 長 細山田 省二          次 長 福丸 好文         

主 幹 野﨑 洋一                  副主幹 税所 久和  
主 査 横山 いづみ          主 査 中崎 聖太   
主 事 中濵 崇弘           副主幹 横山 百合子（山之口総合支所） 
主 幹 野口 浩二（高城総合支所）   副主幹 米満 里美（山田総合支所）      

 
 
５ 付議案件 

報告第10号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第11号 許可書の返戻について 

報告第12号 農地法第４条届出報告について 

議案第43号 農業委員会等に関する法律第23条による農地利用最適化推進委員の辞任の 

同意について 

議案第44号 農地法第２条による農地所有適格法人適格要件届出について 

議案第45号 農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及び 

許可決定について 

議案第46号 農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定について 

議案第47号 農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第48号 農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第49号 農地の競（公）売に参加するための買受適格証明願について（３条） 

議案第50号 農地の競（公）売に参加するための買受適格証明願について（５条） 

議案第51号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて 

議案第52号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて（中間管理事業） 

 



第６回総会議事録 

 

 

議   長  ただいまより第６回総会を開催いたします。 

本日は２４名全員の出席となります。会議に先立ち、議事録署名人の指名をいたしま

すが、本日は９番委員と１０番委員としますのでよろしくお願いします。 

それではただいまより審議に入ります。本日は報告案件３件と議案１０件となってい

ますので、ご審議方よろしくお願いします。まず報告案件１０号から１２号まで、３件

続けて事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第１０号農地法１８条第６項の規定による通知についてですが、今月は５１件の

通知がございまして、157,185.162 ㎡の内容となっています。次に報告第１１号許可書

の返戻についてですが、今月１件105㎡の返戻がございました。議案書１９ページをご

覧ください。備考欄にありますように、場所の変更に伴う４条返戻でございます。次に

議案１２号農地法第４条届出報告についてですが、今月１件の届出がありました。議案

書は２０ページです。野菜直売所のための3.3㎡の転用になります。以上です。 

議   長  ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、何かご質問等ありませんか。 

１７番委員  すみません。許可書の返戻議案ですが、総括表には150㎡と記載されておりますが、

どちらが正しいのでしょうか？ 

事 務 局  大変申し訳ありません。総括表が間違っております。105 ㎡が正解ですので、皆さん

修正方お願いします。 

議   長  よろしいですか。他に何かありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  異議もないようですので、この報告案件３件につきましては、報告のとおり了承する

ものといたします。 

では、これより議案の審議に入ります。まず、議案第４３号農業委員会等に関する法

律第２３条による農地利用最適化推進委員の辞任の同意についてでございます。議案に

対する事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  議案第４３号農業委員会等に関する法律第２３条による農地利用最適化推進委員の辞

任の同意についてでございますが、議案書２１ページをご覧ください。今回、山田地区

の委員が病気を理由としまして辞表を提出されております。 

下記に法第２３条を抜粋して記載しておりますが、「推進委員は、正当な事由がある

ときは、農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる」とありますので、

今回議案とさせていただきました。以上です。 

議   長  ただいま、事務局から説明が終わりましたので、質疑に入ります。何かありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  質問もないようですので、採決に入ります。議案第４３号農業委員会等に関する法律

第２３条による農地利用最適化推進委員の辞任の同意について、ご承認いただける方は

挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第４３号については辞任に同意するものと決定しました。

続きまして、議案第４４号農地法第２条による農地所有適格法人適格要件届出について



を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

事 務 局  議案第４４号農地法第２条による農地所有適格法人適格要件届出についてですが、今

月は２件の届出がありました。議案書の２２ページと２３ページになります。１件は山

之口町、もう１件が高城町の法人です。調査結果につきましては、調査報告書のまとめ

のとおりでございます。 

議   長  ありがとうございました。この件につきまして、何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第４４号農地法第２条による農地所有適格法

人適格要件届出について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第４４号についてはいずれの法人も適格であると承認され

ました。続きまして、議案第４５号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業

委員会の意見決定及び許可決定についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第４５号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及

び許可決定についてですが、今月は２件の申請がございました。1,454.00㎡の内容でご

ざいます。 

議   長  ありがとうございました。質疑に入ります。何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第４５号農地法第５条許可後の事業計画変更

申請による農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙手を

お願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第４５号については許可相当と決定しました。次に議案第

４６号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてを議題といたしま

す。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第４６号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてですが、今

月は２０件の申請がありました。42,206.74 ㎡の内容でございます。全て農地法第３条

第２項各号に該当しない案件と判断しております。調査報告の方は、３ページからです。 

議   長  ありがとうございました。何かご質問等はある方はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第４６号農地法第３条許可申請による農業委

員会の許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第４６号につきましては、すべて許可するものと決定いた

しました。次に議案第４７号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許

可決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第４７号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につい

てでございます。正誤表にありますように、１件申請取下げがございましたので、今月

は申請５件、6,677.96㎡の内容となります。調査報告につきましては、５ページのとお

りでございます。 



議   長  ありがとうございました。調査報告はすべて許可相当のようですが、何かご質問はご

ざいませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  質問も無いようですので採決に入ります。議案第４７号農地法第４条許可申請による

農業委員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いしま

す。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第４７号につきましてはすべて許可するものと決定いたし

ました。続きまして、議案第４８号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定

及び許可決定についてを議題とします。議案に対する事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第４８号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につい

てでございます。こちらも４条と同じく１件の取下げがございましたので、今月は３７

件の申請となりまして、23,882.45 ㎡の内容となっております。調査報告は、６ページ

からです。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。では質疑に入ります。何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  ご質問も無いようですので採決に入ります。議案第４８号農地法第５条許可申請によ

る農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙手をお願いし

ます。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第４８号についてはすべて許可するものと決定いたします。

次に議案第４９号農地の競（公）売に参加するための買受適格証明願について（３条）

を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第４９号農地の競（公）売に参加するための買受適格証明願について（３条）で

すが、今回１件の証明願が来ております。議案書は４３ﾍﾟｰｼﾞですが、3,762㎡の内容と

なっています。 

議   長  ありがとうございました。この件について、ご質問のある方はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第４９号農地の競（公）売に参加するための

買受適格証明願について（３条）にご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第４９号については許可するものと決定いたします。次に

議案第５０号農地の競（公）売に参加するための買受適格証明願について（５条）を議

題といたします。事務局の説明をお願いします。 

事 務 局  議案第５０号農地の競（公）売に参加するための買受適格証明願について（５条）で

すが、今回２件の証明願が来ております。1,705㎡の内容となっています。 

議   長  ありがとうございました。何かご質問のある方はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第５０号農地の競（公）売に参加するための

買受適格証明願について（５条）にご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 



議   長  全委員挙手ですので、議案第５０号については許可するものと決定いたします。なお、

先ほどの議案第４９号の案件も含めまして、議案書の下の方に記載してあります付帯議

決事項も同時に可決したものといたします。続きまして、議案第５１号農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定についてを議題といたします。

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第５１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定

についてでございます。今回、所有権移転につきましては、１４件ありまして、38,100.00

㎡の内容となっております。利用権設定は、９８件の申請、288,572.52㎡の内容となっ

ています。公告日につきましては、本日６月２９日付けを予定しております。なお、所

有権移転につきましては、高崎町の方で認定農業者以外の方の案件が１件ございました

が、調査報告のまとめの方への記載が漏れておりましたので、ここで担当の方からご報

告させていただきます。 

事務局担当  ご報告いたします。受人は肉用牛一貫経営をされており、規模拡大のために取得され

るものです。委員の報告によれば、経営面積が基準を超え、あっせん基準に適合してお

り、利用権の設定等を受けるべき者の要件も満たされていることから、あっせん候補者

として適格であると判断されています。以上です。 

事 務 局  補足いたします。ただいまの案件は、議案書５０ページの最下段07406-1番のことで

ございます。 

議   長  ありがとうございました。説明と報告が終わりましたので、ご質問をお受けします。

何かございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  特に無いようですので採決いたします。議案第５１号農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農業委員会の決定について、同意される方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第５１号については原案どおり承認することに決定いたし

ました。次に議案第５２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委

員会の決定について（中間管理事業）についてを議題といたします。事務局の説明をお

願いいたします。 

 

事 務 局  議案第５２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定

について（中間管理事業）でございます。今回は６７件の申請、177,303.10㎡の内容と

なっています。公告は先ほどと同様、本日６月２９日付けの予定となっています。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたので、質疑に入ります。何かございま

せんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  質問も無いようですので、採決いたします。議案第５２号農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定による農業委員会の決定について（中間管理権）に、同意される方

は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第５２号については原案どおり承認することに決定いたし

ました。これで本日予定の議案審議がすべて終わりましたが、全体を通して皆さんから

何かございませんか。 



５ 番 委員  現在は調査報告をまとめたものを作っていただいており、大変手間がかかることだろ

うとは思っていますが、調査報告を読んでみて思ったことを少し言わせてもらいますね。

転用は件数も大変多いんですけど、まれに面積超過の理由だとか、他とは少し違う事情

を含んでいるものがありますが、この辺が記載されてないようなので、報告内容にはそ

れがわかる程度は入れた方がいいんじゃないかと思ったところです。 

事 務 局  確かに記載すべきだと思われます。次回からは漏れのないようにしたいと思います。

申し訳ありませんでした。 

議   長  他にございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  何も無いようですので、これで今月の総会を終了いたします。お疲れ様でした。 

        

 

令和  年  月  日 

 

議事録署名委員 

             

 ９番委員              

 

 

 10番委員              

                                   

作製者 福丸 好文 


